
県知事意見 R2.8.19

意見
R2.7.17

（仮称）広島西ウインドファーム事業に係る環境影響評価手続フロー図

事業者一般（住民等） 経済産業省 環境省 地方自治体

【計画段階環境配慮書】

配慮書の作成

公告・縦覧一般意見の提出

配慮書への意見
(環境大臣意見を勘案)

審査期間90日以内

環境省

広島県知事

広島市長

照会
照会

意見
経済産業大臣意見

送付

送付

※R2.6.23～7.22

【環境影響評価方法書】

方法書の作成

公告・縦覧一般意見の提出

方法書の審査
(県知事意見を勘案)

(一般意見に配意)

(事業者見解に配意)

(環境審査顧問会助言)

審査期間180日以内

送付

届出

説明会の開催

一般意見の
とりまとめ

県知事意見
一般意見概要送付後90日以内

一般意見概要の送付

事業者見解を記載して届出

勧告（県知事意見添付）

【環境影響評価準備書】

準備書の作成

公告・縦覧一般意見の提出

準備書の審査
(県知事意見を勘案)

(一般意見に配意)

(事業者見解に配意)

(環境大臣意見を聞く)

(環境審査顧問会助言)

審査期間270日以内

届出

※縦覧期間1ヶ月

説明会の開催

一般意見の
とりまとめ

縦覧後２週間

県知事意見
一般意見概要送付後120日以内

一般意見概要の送付

事業者見解を記載して届出

勧告（県知事意見添付）

調査･予測･評価

送付

環境省
照会

意見

【環境影響評価書】

評価書の作成

評価書の確定

一般への周知

評価書の確認
審査期間30日以内

環境省
送付届出

公告・縦覧 ※縦覧期間1ヶ月

確定通知（変更命令）

工事計画の
認可申請・届出

事業の実施

工事計画の審査
（評価書の遵守等）

許可申請・届出

報告書の作成・公表

認可・変更命令

環境保全の適正な配慮

※

R2.6.23～7.22

※

※

※

R2.6.22

広島県知事

広島市長

照会 意見

広島県知事

照会 意見

公聴会の開催

※開催要望がある場合
広島市条例に基づき開催

R2.7.21

R2.9.4

R2.9.17

R2.6.22

R2.6.22

市審査会

諮問 答申

広島市長

市審査会

諮問 答申

【現地調査等】

【事業実施・報告書】

環境影響評価の
項目・方法の決定

※R3.1.26～2.25

R3.1.26～3.11

※ ※R3.2.9～2.18

R3.1.25

R3.4.19 R3.6.7

R3.4.21

R3.5.13

第1回審査会

第2回審査会

R3.4.19

R3.4.21 R3.5.21


